
 

 

事 業 報 告 

 

１ はじめに 

 

岩手県教職員互助会は、昭和 25 年に発足し、その後、昭和 47 年に財団法人

となり、平成 25 年 4 月には、公益法人制度改革関連三法の施行に伴い、一般財

団法人に移行し、11 年が経過しました。 

 

この間、会員による相互扶助精神を受け継ぎ、会員相互の福利の増進と生活の

安定を図るべく、岩手県教育委員会や公立学校共済組合岩手支部等との連携を図

りながら、療養給付金をはじめとした厚生福利事業や生きがい対策支援助成金、貸

付事業等の諸事業のほか、教育芸術祭開催等の公益文化事業を継続的に実施し、

互助会としての使命を果たして参りました。 

 

令和５年度は、会員数の減少による会費収入の減収等により、事業活動収入は

減収となりました。事業活動支出においては、療養給付金（会員）の給付が増加し

たほか、対象会員増による心身リフレッシュ支援助成金や、退会者数増による生き

がい対策支援助成金の増加等がみられましたが、全体の収支比較では 655 万円ほ

どの黒字となりました。 

また、公益文化事業のうち、学校等及び児童生徒活動への支援事業については、

東日本大震災により学校図書館機能を喪失した学校に対し、図書カードを寄贈し

図書の購入を支援してまいりましたが、これを見直し、全県下の公立小学校、中学

校、高等学校及び特別支援学校に対象を拡大しました。 

 

今後においても、少子化に伴う会員数漸減等による会費収入の減少、定年延長

等会員の高年齢化に伴う療養費関連支出の増大が予想され、引き続き厳しい財政

状況が見込まれる中ではありますが、会員の福利の増進と生活安定に貢献できる

よう的確な運営に努め、事業を実施して参ります。 

 

引き続き、会員皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 



 

 

２ 会員数  

 会員は、公立学校共済組合岩手支部組合員および公立学校共済組合非加入者で構成さ

れ、令和 5 年度末の会員数は次のとおりとなっています。 

区  分 令和 5 年度 令和 4 年度 増減 

正会員 １2，１６２人 １2，３７３人 △２１１人 

特別会員 ７０２人 ７１１人 △９人 

任意継続会員 ２７７人 ２６９人 ８人 

合計 １3，１４１人 １3，３５３人 △２１２人 

                                  

 

３ 被扶養者数  

被扶養者は、公立学校共済組合岩手支部組合員および公立学校共済組合非加入者で構

成される会員の被扶養者で、令和 5 年度末の被扶養者数は次のとおりとなっています。 

区  分 令和 5 年度 令和 4 年度 増減 

正会員 ８，５４７人 ８，９１６人 △３６９人 

特別会員 ４９９人 ５３０人 △３１人 

任意継続会員 １２２人 １３１人 △９人 

合計 ９，１６８人 ９，５７７人 △４０９人 

 

 

４ 掛金 

 会員の掛金は、平成 25 年度から次のとおりとなっています。 

          

 

 

 

 

 

５ 会費収入 

  会費の収入は、次のとおりとなっています。 

種   別 令和 5 年度収入額 令和４年度収入額 増   減 

正会員の会費収入 401,299,551 円 408,032,372 円 △6,732,821 円 

特別会員の会費収入 22,847,561 円 22,656,142 円 191,419 円 

任意継続会員の会費収入 8,212,741 円 7,960,058 円 252,683 円 

合   計 432,359,853 円 438,648,572 円 △6,288,719 円 

 

区  分 掛金率（給料＋教職調整額＋扶養手当） 

正会員 ０．７５％ 

特別会員 ０．７５％ 

任意継続会員 ０．６５％ 



 

 

６ 一般会計 

給付事業は、次のとおりとなっています。 

 

（１）短期給付事業                                                                                   単位：円 

事 業 名 決 算 額 説         明 

①療養給付金（家族） 55,319,880 自己負担額から、2,500 円を控除し、0.92 を乗じた額 

平均 2,731 円  ×  20,256 件 

②出産保育費 5,610,000 会員又は被扶養者である配偶者が出産したとき 30,000 円給付 

会 員 30,000 円 × 150 件  

配偶者 30,000 円 ×   37 件  

③災害見舞金 0 災害の程度により 30,000 円から 600,000 円給付 

600,000 円 × 0 件 400,000 円 ×   0 件 

200,000 円 ×   0 件 100,000 円   ×   0 件 

 50,000 円  ×   0 件  30,000 円 ×   0 件 

④弔慰金 

（会員及び被扶養者） 

4,200,000 会員が死亡したとき  50 万円給付  

3,000,000 円 500,000 円 ×  6 件 

配偶者（被扶養者）が死亡したとき 20 万円給付 

800,000 円 200,000 円  ×  4 件 

会員の被扶養者（配偶者除く）が死亡したとき  10 万円給付 

400,000 円 100,000 円 ×  4 件 

 

 

（２）厚生福利事業                            単位：円 

事 業 名 決 算 額 説         明 

①療養給付金（会員） 192,094,080 自己負担額から、2,500 円を控除し、0.92 を乗じた額 

 平均 2,727 円  ×  70,433 件 

②入院見舞金 8,310,000 会員又は被扶養者が入院したとき、１日につき 500 円給付 

会    員 3,932,500 円 500 円 × 平均 7.05 日 ×1,115 件 

被扶養者    4,377,500 円  500 円 × 平均 9.94 日 ×    880 件 

③介護休暇給付金 266,280 介護休暇を取得した場合、１日につき給料日額の 60％（共済組合

から介護休業手当金が支給された場合は控除した額） 

3 件    平均 88,760 円 

④小学校入学祝金 2,940,000 会員の子が小学校に入学したとき 10,000 円給付 

10,000 円        ×  294 件   

 

 



 

 

⑤施設利用補助 1,634,075 全教互指定施設 883,000 円 

１泊につき 1,000 円補助（年間４泊まで） 

1,000 円 × 883 件（県内 874 件、県外 9 件） 

共済施設 751,075 円 

 宿泊利用（特別会員）  85,000 円 

（2,000 円 ×  35 件、3,000 円 × 5 件） 

 会食利用（特別会員）660,500 円 

（1,000 円 ×16 件、1,500 円 ×35 件、2,000 円 ×296 件） 

婚礼利用   

  会員及びその子が結婚披露宴で利用した場合１人 15 万円と利

用総額の 25％を比較して低い額を給付  0 円（0 件） 

 法要・慶事等利用  

  法要（施主）、慶事（退職・永年勤続・叙勲等）に際して本人

が主催するものに補助する。      5,575 円（1 件） 

⑥退職慰労記念品費 34,670,000 旅行券 34,520,000 円 601 人（１万円 × 3,452 枚） 

（ ２万円  30 人   4 万円 48 人    6 万円 492 人  8 万円 31 人） 

香 典 料 150,000 円（5 万円 × 3 人） 

⑦遺児育英資金 500,000 会員が死亡したときに、被扶養者のうちその年度末に年齢が満 18

歳以下である会員の遺児があるとき、遺児１人につき 50 万円給付 

       500,000 円  × 1 件  

⑧ライフプランセミナー

（共済組合と共同事業） 

789,963 在職中退職後を通じて、充実した有意義な生活を実現していけるよ

うな生涯生活設計支援事業を実施する。 

⑨保険外医療給付金 2,732,780 会員が、保険適用外医療（マッサージ等・歯科治療・妊婦検診及び

不妊治療）を受けたとき、1 年度に 1 万円を限度に給付 

マッサージ等  166 件  1,516,690 円 

歯科治療        91 件   864,400 円 

妊婦検診      38 件     201,690 円 

不妊治療      15 件     150,000 円 

⑩身体矯正器具等購入 

（修理）補助 

14,646,088 会員が、身体矯正器具等（眼鏡・補聴器・補装具）を購入（修理）

したとき２年度に１回に限り 10,000 円以内を給付 

眼   鏡          1,482 件     14,617,548 円 

補聴器                    2 件              20,000 円 

補装具                    1 件          8,540 円 



 

⑪ホームヘルパー雇用

補助 

0 会員、配偶者、会員又は配偶者の扶養家族、会員又は配偶者の父母

（別居しているときは、同居者がいない場合に限る）が、在宅療養

中に介助者及び家事援助者（3 親等以外の者）を 1 年度に 5 日以

上雇用して、その費用の負担したとき、1 日 2,000 円以内を補助

する。（1 年度に 60 日限度）ただし、介護保険の在宅支援給付を

受けている場合は、その自己負担の範囲内とする。 

0 件    0 円 

⑫心身リフレッシュ 

支援助成 

23,387,800 会員年数が、15 年（40,000 円）、25 年（60,000 円）に達す

る会員に希望に応じ文化教養及び保健保養に関する助成を行う。 

15 年 169 人             25 年 281 人  

旅 行 券 3,176 枚  15,880,000 円 

図書カード 1,548 枚      7,507,800 円 

⑬広報活動事業 4,808,920 実施事業等について広報活動を行う。 

「互助会報」の発行   14,300 部×4 回  3,480,000 円 

「互助会報」の表紙写真募集  応募数 29 点   82,620 円 

「福祉のしおり」の発行       1,330 部   1,101,100 円 

「ホームページ」の更新等   7 回   145,200 円 

 

 

 

（３）長期給付事業                            単位：円 

事 業 名 決 算 額 説         明 

生きがい対策支援助成金 146,011,000 会員が退会したときに、ギフトカードを交付する。 

退職者 1,011人 

定年退職  110,459,000円（平均 240,128円 × 460人） 

勧奨退職   20,576,000円（平均 218,893円 ×   94人） 

死亡退職       634,000円（平均 126,800円 ×    5人） 

普通退職     4,430,000円（平均  45,204円 ×  98人） 

特別会員     4,538,000円（平均  92,612円 ×  49人） 

その他（異動等） 5,374,000円（平均   17,619円 ×  305人） 

 

 

 

 

 

 

 



 

（4）貸付事業（貸付利率 年利 0.84％）                単位：円 

事 業 名 決 算 額 説         明 

貸付事業費償還金収入 256,555,543 生活資金    150,252,717 円   奨学資金       51,709,877 円 

結婚資金      5,291,053 円 自動車購入資金  49,301,896 円 

貸付事業利息収入 5,059,278 生活資金       2,565,199 円   奨学資金       1,355,429 円 

結婚資金          187,509 円 自動車購入資金   951,141 円 

貸付事業費支出 

 

 

223,900,000 生活資金貸付額  148,600,000 円（平均 150 万円 × 99 件） 

奨学資金貸付額  25,800,000 円（平均 184 万円 ×14 件） 

結婚資金貸付額      2,000,000 円（平均 100 万円 ×   2 件） 

自動車資金貸付額   47,500,000 円（平均 169 万円 ×28 件） 

※各貸付限度額 200 万円 

貸付保険料 1,803,730 一般資金貸付保険料 （平均  150,310 円  ×   12 ヶ月） 

 

 

（5）特別弔慰積立事業                         単位：円 

事 業 名 決 算 額 説         明 

積立給付金 35,049,000 会員が資格を失ったとき、当該会員が平成 25 年 3 月までに積立

てた額を給付する。 

積立金 35,049,000 円（平均 58,028 円 × 604 人） 

 

 

（６）公益文化事業                             

１ 

教育関係 4 団体主催で「岩手教育芸術祭」を実施した。 

・美術展 11 月 11 日（土）～14 日（火）  

・合唱「コーラスネットワークいわてコンサート」 11 月 4 日（土） 

・文化講演会（三橋美穂  氏 講演会） 12 月９日（土） 

1,800,000 円 

2 

教育関係 4 団体で文化公演 

 「いしがき ＭＵＳＩＣ ＦＥＳＴＩＶＡＬ 2023」  

9 月 24 日（日） 盛岡城跡公園ほか 

 1,200,000 円 

３ 
県内の小・中・高等学校及び特別支援学校に対し、「図書カード」を寄贈し

た。 
1,358,000 円 

４ 
岩手県高校教育会館、岩手県文化振興事業団、岩手県スポーツ振興事業団の

各公益法人へ寄附した。 
600,000 円 

 計 4,958,000 円 

 

 

 



 

７ 会務  

 

（１） 理事会 

回 開催日 開催場所等 議題等 

１ 5.4.1 
※法人法第 197 条・

第 96 条による決議 
・ 一般財団法人岩手県教職員互助会会長の選定について 

２ 5.5.24 サンセール盛岡 

・ 令和 4 年度事業報告及び収支決算（監査報告）の承認について 

・ 公益目的支出計画実施報告書等（監査報告）の提出について 

・ 令和 5 年度第 1 回評議員会の開催について 

３ 5.6.13 サンセール盛岡 

・ 一般財団法人岩手県教職員互助会会長の選定について 

・ 一般財団法人岩手県教職員互助会副会長の選定について 

・ 一般財団法人岩手県教職員互助会常務理事の選定について 

４ 5.12.20 サンセール盛岡 

・ 療養給付金について 

・ 財務状況について 

・ 健全な財政運営の維持について 

・ 再任用短時間勤務職員の互助会加入について 

・ 令和 5 年度第２回評議員会の開催について 

５ 6.2.1 
※法人法第 197 条・

第 96 条による決議 
・ 一般財団法人岩手県教職員互助会運営規則の一部改正について 

６ 6.2.9 サンセール盛岡 

・ 令和 5 年度補正予算（案）について 

・ 一般財団法人岩手県教職員互助会給付規程の一部改正について 

・ 令和 6 年度役員賠償責任保険契約の締結について 

・ 令和 6 年度事業計画（案）及び予算（案）について 

・ 令和 5 年度第 3 回評議員会の開催について 

 

 

（２） 評議員会 

回 開催日 開催場所等 議題等 

１ 5.6.13 サンセール盛岡 

・ 令和 4 年度事業報告及び収支決算（監査報告）の承認について 

・ 一般財団法人岩手県教職員互助会評議員（残任期間）の選任について 

・ 一般財団法人岩手県教職員互助会理事の選任について 

・ 一般財団法人岩手県教職員互助会監事（残任期間）の選任について 

２ 6.1.29 サンセール盛岡 ・ 一般財団法人岩手県教職員互助会定款の一部改正について 

３ 6.3.27 サンセール盛岡 

・ 一般財団法人岩手県教職員互助会評議員（残任期間）の選任について 

・ 一般財団法人岩手県教職員互助会理事（残任期間）の選任について 

・ 一般財団法人岩手県教職員互助会監事（残任期間）の選任について 

 

 


